
地域移行支援について 

 

「地域移行支援」サービスは，障害者支援施設や精神科病院などを退所・退院

した後の住まいや生活について入所・入院中から相談できるサービスです。 

ご利用者の状況を確認しながら，「地域移行支援計画」を作成し，外出や体験

などを通して退所・退院後の生活を一緒に考えていきます。 

 

●対象者 

 ・障害者支援施設や児童福祉施設，精神科病院などに入所や 

入院をしている障害のある方。 

 

●このような支援をいたします 

 ・施設や精神科病院などに入所・入院している方に対して，退所・退院後の住

居確保や地域生活がスムーズに行えるように支援します。 

・利用希望者の気持ちや環境などを伺い，「地域移行支援計画」を立てて，入

所・入院している施設や病院スタッフと一緒に地域生活に向けての準備を行

います。 

・退所・退院後に生活する地域や利用予定事業所などを一緒に見学したり体験

したりしながら，地域生活がイメージできるようにします。 

 

●利用には手続きが必要です 

 ・市役所の障害福祉窓口で申請を行います。 

 ・計画相談支援担当者がサービス等利用計画を作成します。  

 ・地域生活支援センター３６５と地域移行支援の利用契約を行います。 

 ・地域移行支援担当者との面談を繰り返しながら，地域での生活の準備をして

いきます。 

  

●サービスには利用期間があります 

・原則 6 か月以内です。必要に応じて更新が可能です。 

  

【お問い合わせ】 

地域生活支援センター３６５ 

〒725-0012 

広島県竹原市下野町２４０２－１ 

TEL：０８４６－２２－７６５５ 

FAX：０８４６－２２－７６５６ 

E-mail：sien365@keisenkai.info 



 サービス等利用計画 記入例 


